
参
議
院
議
員
山
田
太
郎
君
提
出
我
が
国
が
締
結
し
て
い
る
国
際
約
束
と
今
後
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
及
び
二
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
我
が
国
は
膨
大
な
数
の
国
際
約
束
の
締
結
を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
国
際
約
束
に
は
、
有
効
期
間
を

定
め
現
在
ま
で
に
効
力
を
終
了
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
、
新
た
な
国
の
独
立
等
に
よ
り
一
の
国
際
約
束
が
複
数
の
国
に
承
継

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
我
が
国
が
締
結
し
た
全
て
の
国
際
約
束
に
つ
い
て
、
お
尋
ね
の
数
を
、
直
ち
に
網
羅
的

に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
可
能
な
範
囲
で
お
答
え
す
れ
ば
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
効
力
を
生
じ
た
国
際
約
束
の
数
は
二
百
十
六
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
締
結
に
当
た
り
国
会
の
承
認
を
得
た
も
の
（
以
下

「
国
会
承
認
条
約
」
と
い
う
。
）
の
数
は
四
十
九
、
内
閣
の
権
限
の
範
囲
内
で
締
結
し
た
も
の
（
以
下
「
行
政
取
極
」
と
い

う
。
）
の
数
は
百
六
十
七
で
あ
る
。
ま
た
、
二
国
間
（
相
手
側
が
国
際
機
関
等
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
国

際
約
束
の
数
は
百
九
十
四
、
多
数
国
間
（
締
約
者
に
国
際
機
関
等
を
含
む
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
国
際
約
束
の
数

は
二
十
二
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
二
国
間
の
国
会
承
認
条
約
の
数
は
三
十
、
二
国
間
の
行
政
取
極
の
数
は
百
六
十
四
、
多
数



国
間
の
国
会
承
認
条
約
の
数
は
十
九
、
多
数
国
間
の
行
政
取
極
の
数
は
三
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
二
国
間
の
国
会
承
認
条
約
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
を
正
文
と
し
な
い
も
の
の
数
は
十
二
で
あ
り
、
締
結
相
手
ご

と
に
、
国
会
承
認
条
約
の
数
及
び
こ
の
う
ち
日
本
語
を
正
文
と
し
な
い
も
の
の
数
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
一
及
び
零
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
が
一
及
び
零
、
イ
ン
ド
が
一
及
び
一
、
欧
州
連
合
が
一
及
び
零
、
オ
ラ
ン
ダ
王
国
が
一
及
び
一
、
カ
ザ
フ
ス
タ

ン
共
和
国
が
一
及
び
一
、
ケ
イ
マ
ン
諸
島
が
一
及
び
零
、
国
際
移
住
機
関
が
一
及
び
一
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
が
一
及
び

零
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
が
一
及
び
一
、
ス
イ
ス
連
邦
が
二
及
び
一
、
ス
ペ
イ
ン
が
一
及
び
零
、
タ
イ
王
国
が
一
及
び

零
、
大
韓
民
国
が
二
及
び
一
、
中
華
人
民
共
和
国
が
一
及
び
零
、
中
華
人
民
共
和
国
香
港
特
別
行
政
区
が
一
及
び
零
、
中
華

人
民
共
和
国
マ
カ
オ
特
別
行
政
区
が
一
及
び
一
、
バ
ハ
マ
国
が
一
及
び
零
、
バ
ミ
ュ
ー
ダ
が
一
及
び
零
、
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共

和
国
が
一
及
び
零
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
が
一
及
び
一
、
ペ
ル
ー
共
和
国
が
一
及
び
零
、
マ
レ
ー
シ
ア
が
一
及
び

一
、
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
が
一
及
び
零
、
ヨ
ル
ダ
ン
・
ハ
シ
ェ
ミ
ッ
ト
王
国
が
一
及
び
一
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国
が
一
及

び
一
並
び
に
ロ
シ
ア
連
邦
が
二
及
び
零
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

我
が
国
を
含
む
二
国
間
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
国
際
約
束
の
正
文
に
つ
い
て
は
、
相
手
側
の
公
用
語
を
正
文
と
す
る
場
合



に
は
、
日
本
語
も
同
様
に
正
文
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
が
、
実
際
に
い
ず
れ
の
言
語
を
正
文
と
す
る
か
に

つ
い
て
は
、
当
該
国
際
約
束
の
内
容
の
一
部
と
し
て
個
別
の
締
結
交
渉
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
例
え
ば
、
我
が
国
と
英
語
を
公
用
語
と
し
な
い
国
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
国
際
約
束
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
が
技
術
的

か
つ
専
門
的
な
も
の
で
あ
る
等
の
場
合
に
は
、
英
語
の
み
を
正
文
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。


